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平
成
27
年
８
月
か
ら
、
一
定
以

上
所
得
の
あ
る
65
歳
以
上
が
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
の
利

用
者
負
担
が
２
割
に
な
る
こ
と
に

あ
わ
せ
、
自
己
負
担
割
合
を
明
記

し
た
「
負
担
割
合
証
」
を
７
月
下

旬
ご
ろ
発
送
し
ま
す
の
で
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
や
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
と
き
に
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
ま
た
は
施
設
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

【
負
担
割
合
】
65
歳
以
上
＝
２
割

ま
た
は
１
割
▼
64
歳
以
下
＝
１
割

【
割
合
証
の
有
効
期
間
】
８
月
１

日
㈯
か
ら
平
成
28
年
７
月
31
日
㈰

ま
で
（
１
年
間
。
毎
年
度
発
行
）

※
今
後
、
新
た
に
認
定
さ
れ
た
場

合
は
そ
の
都
度
発
送

　

５
月
８
〜
14
日
に
か
け
て
、

利
用
者
の
多
い
市
内
の
海
水

浴
場
７
カ
所
で
水
質
と
放
射

性
物
質
の
調
査
を
行
っ
た
結

果
、
遊
泳
に
問
題
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

な
お
海
水
中
の
放
射
性
物

質
は
検
出
さ
れ
ず
、
砂
浜
の

空
間
放
射
線
量
率
は
、
市
内

中
心
部
と
比
べ
て
同
程
度
以

下
で
し
た
。

　

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
、
原
則

と
し
て
申
請
日
の
属
す
る
月

の
初
日
か
ら
毎
年
７
月
31
日

ま
で
で
す
。
現
在
認
定
証
を

交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、

新
年
度
（
８
月
１
日
以
降
）

も
引
き
続
き
減
額
を
受
け
る

に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
し
込
み
】
７
月
31
日
㈮

（
必
着
）。
直
接
ま
た
は
郵
送

で
、
申
請
書
（
介
護
保
険
課
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
）

と
通
帳
な
ど
の
写
し
（
本
人

お
よ
び
配
偶
者
の
も
の
）
を

〒
790
８
５
７
１
介
護
保
険
課

（
市
役
所
別
館
２
階
）
へ

※
申
請
後
、
７
月
下
旬
以
降

に
認
定
証
ま
た
は
非
承
認
通

知
を
送
付

通
帳
な
ど
の
写
し

【
必
要
部
分
】
申
請
日
の
直

近
か
ら
原
則
と
し
て
２
カ
月

前
ま
で
の
期
間
が
記
載
し
て

あ
り
、
最
終
の
残
高
が
わ
か

る
と
こ
ろ
▼
銀
行
名
・
支
店
・

口
座
番
号
・
名
義
が
わ
か
る

と
こ
ろ

※

通
帳
な
ど
と
は
、
普
通
預

金
、
定
期
預
金
、
有
価
証
券
、

投
資
信
託
な
ど
が
含
ま
れ
る

国
保
加
入
者

　

所
得
や
年
齢
に
よ
り
限
度
額
が

変
わ
り
ま
す
（
表
１
参
照
）
の
で
、

毎
年
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

７
月
末
が
有
効
期
限
で
す
の
で
、

７
月
10
日
以
降
に
更
新
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
保
険
料

に
滞
納
が
あ
る
70
歳
未
満
の
人
へ

の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
70
〜
74
歳
で
市
民
税
課

税
世
帯
の
人
は
、
手
続
き
は
不
要

で
す
（
健
康
保
険
証
の
提
示
で
自

動
的
に
限
度
額
に
抑
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
）。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
健
康
保

険
証
、
過
去
12
カ
月
の
入
院
日
数

が
90
日
を
超
え
る
人
は
入
院
日
数

を
証
明
で
き
る
領
収
証
な
ど

【
申
請
場
所
】
国
保
・
年
金
課
、

福
祉
総
合
窓
口
（
市
役
所
別
館
１

階
）、
支
所
・
出
張
所

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者

　

す
で
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
は
更
新
手
続
き
は
不
要

※今回の調査は、上記以外の海水浴場で
遊泳ができないことを示すものではあり
ません

※合計所得金額…年金収入や給与収入・事業収入などから
公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した額

※評価区分は、遊泳に適する良好な水質
順に「適（水質ＡＡ）」「適（水質Ａ）」「可
（水質Ｂ）」「可（水質Ｃ）」と、遊泳に適
さない「不適」に分けています

で
す
が
、
保
険
料
に
滞
納
が
あ
る

人
や
所
得
確
認
が
で
き
な
い
人
は
、

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
証
、
印
鑑

【
申
請
場
所
】
高
齢
福
祉
課
、
福

祉
総
合
窓
口
、
支
所
・
出
張
所

入
院
時
の
食
事
費
用
も
減
額
に

　

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
が
認

定
証
を
病
院
に
提
示
す
る
と
、
自

己
負
担
額
が
減
額
（
表
２
参
照
）

さ
れ
ま
す
。

　

国
保
加
入
者
・
後
期
高
齢
者

医
療
加
入
者
の
保
険
診
療
分
の

支
払
い
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き

る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
の
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。
す
で
に
持
っ
て

い
る
人
も
更
新
手
続
き
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
交
付

要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
全
員
に
７
月
下
旬
ご
ろ
発
送

介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証

の
更
新
申
請
を

お問い合わせは、介護保険課☎948-6885・　934-0815へ
　お問い合わせは、環境指導
課☎948-6441・　934-1812へ　

市内海水浴場
の水質全て良好

加
入
者
は
限
度
額
適
用

認
定
証
の
交
付
申
請
を

加
入
者
は
限
度
額
適
用

認
定
証
の
交
付
申
請
を

国
保
・
後
期

高
齢
者
医
療

　お問い合わせは、国保加入者＝国保・年金課（市役所別館３階）☎948-6355・　93
4-2631後期高齢者医療加入者＝高齢福祉課（同館２階）☎948-6370・　934-1763へ　

堀　　江

海水浴場名

適（水質A）
適（水質AA）
適（水質AA）
適（水質AA）
適（水質AA）
適（水質AA）
適（水質AA）

鷲 ヶ 巣
相子の浜
鹿　　島
立岩海岸
長浜海岸
姫 ヶ 浜

水質評価
（国の判定基準による）

認定前自己負担額

一般入院 260 円

認定後自己負担限度額

一般
入院

210円

160円

100円

認定前自己負担限度額

医療費の3割
（義務教育就学までは2割）

認定前自己負担限度額

外来のみ
（個人で計算）

入院および外来
（世帯で計算）

一般 12,000円 44,400円

認定後自己負担限度額

外来のみ
（個人で計算）

入院および外来
（世帯で計算）

市民税非
課税世帯
（区分Ⅱ）

市民税非課
税世帯（区
分オ・Ⅱ）

過去12カ月
の入院日数
が90日まで

過去12カ月
の入院日数
が91日以上

8,000円 24,600円

市民税非
課税世帯で
世帯全員
所得なし

（＊2）（区分Ⅰ）

市民税非
課税世帯で
世帯全員
所得なし

（＊2）（区分Ⅰ）

8,000円 15,000円

国保被保険者（70～74歳）
または後期高齢者で
市民税非課税

入院・外来時自己負担限度額/1カ月（1日～末日まで）当たり表１ 入院時食事代/1食当たり表２

252,600円＋（医療費－
842,000円）×1%
【140,100円】

167,400円＋（医療費－
558,000円）×1%
【93,000円】

80,100円＋（医療費－
267,000円）×1%
【44,400円】

認定後自己負担限度額

（イ）旧ただし
書所得600万
円超～901万
円以下

（ウ）旧ただし
書所得210万
円超～600万
円以下

（ア）旧ただし
書所得901万
円超

（エ）旧ただし
書所得210万
円以下

（オ　）市民税
非課税世帯

57,600円
【44,400円】

35,400円
【24,600円】

＊1 （ア）～（エ）の旧ただし書所得とは、国民健康保険料算定の基礎となる金額（国保被保険者個人の所得
　　から基礎控除33万円を引いた額 ）です。また同じ世帯に属する国保被保険者全員の旧ただし書所得を
　　合計したものです
＊2 年金収入のみの場合、その額が80万円以下

○70歳未満の人の限度額は、入院・外来ごと、医療機関ごとに適用されます
○【 】内は、過去12カ月で4回以上高額医療費に該当する場合の限度額です　 
○入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用でない治療費は、上記金額に含みません

国保被保険者（70歳未満） 国保被保険者または
後期高齢者で市民税非課税

【判定基準フローチャート】

要支援・要介護認定の
65歳以上である

同一世帯の 65歳以上の「年金収入＋そ
の他の合計所得金額」が、単身の場合 280
万円（２人以上の場合 346万円）以上である

２割負担 １割負担

▲

▲

▲▲▲

▲

本人の市民税が課税かつ合計所得金額が
160万円以上である

要支援・要介護認定の
40歳以上である

いいえ

いいえはい

はい

はい

いいえ

▲


